
 企業立地の促進等のための集積区域における県税の課税免除に関する条例施行規則をここに公布する。 

  平成19年12月18日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第121号 

   企業立地の促進等のための集積区域における県税の課税免除に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、企業立地の促進等のための集積区域における県税の課税免除に関する条例（平成19年岩手県条例第78号。以

下「条例」という。）を実施するため必要な事項を定めるものとする。 

（申請書の様式） 

第２条 条例第３条に規定する知事が定める申請書の様式は、様式第１号及び様式第２号のとおりとする。 

（条例第３条に規定する規則で定める場合等） 

第３条 条例第３条に規定する規則で定める場合は、不動産取得税（個人の場合に限る。）の課税免除に関し条例第２条第１号に

規定する家屋又はその敷地である土地を条例第１条に規定する対象施設の用に供した日の属する年の中途において事業を廃止し

た場合とし、条例第３条に規定する規則で定める期限は、当該事業の廃止の日から１月以内（当該事業の廃止が納税義務者の死

亡による場合にあっては、４月以内）とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正） 

２ 過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則（昭和45年岩手県規則第38号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （申請書の様式）  （申請書の様式） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

 （条例第３条に規定する規則で定める場合等） 

 第３条 条例第３条に規定する規則で定める場合は、次の表の左

欄に掲げる税目の課税免除に関し同表中欄に掲げる場合とし、

同条に規定する規則で定める期限は、同欄に掲げる場合の区分

に応じ同表右欄に定める期限とする。 

 個人の事

業税 

岩手県県税条例施行規

則（昭和41年岩手県規

則第12号）第36条の規

定による通知を受けた

場合 

当該通知に係る納期限

 法人の事

業税 

修正申告をすべき事由

が生じた場合 

修正申告の期限（遅滞

なく修正申告をすべき

場合にあっては、修正

申告をする日） 

 不動産取

得税（個

人の場合

に限る。）

条例第２条に規定する

設備を事業の用に供し

た日の属する年の中途

において事業を廃止し

た場合 

当該事業の廃止の日か

ら１月以内（当該事業

の廃止が納税義務者の

死亡による場合にあっ

ては、４月以内） 

  



  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

（農村地域における県税の課税免除に関する条例施行規則の一部改正） 

３ 農村地域における県税の課税免除に関する条例施行規則（昭和47年岩手県規則第４号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （申請書の様式）  （申請書の様式） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

 （条例第３条に規定する規則で定める場合等） 

 第３条 条例第３条に規定する規則で定める場合は、次の表の左

欄に掲げる税目の課税免除に関し同表中欄に掲げる場合とし、

同条に規定する規則で定める期限は、同欄に掲げる場合の区分

に応じ同表右欄に定める期限とする。 

 個人の事

業税 

岩手県県税条例施行規

則（昭和41年岩手県規

則第12号）第36条の規

定による通知を受けた

場合 

当該通知に係る納期限

 法人の事

業税 

修正申告をすべき事由

が生じた場合 

修正申告の期限（遅滞

なく修正申告をすべき

場合にあっては、修正

申告をする日） 

 不動産取

得税（個

人の場合

に限る。）

条例第２条に規定する

適用対象設備を事業の

用に供した日の属する

年の中途において事業

を廃止した場合 

当該事業の廃止の日か

ら１月以内（当該事業

の廃止が納税義務者の

死亡による場合にあっ

ては、４月以内） 

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

（中心市街地における県税の不均一課税に関する条例施行規則の一部改正） 

４ 中心市街地における県税の不均一課税に関する条例施行規則（平成11年岩手県規則第186号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （申請書の様式）  （申請書の様式） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

 （条例第３条に規定する規則で定める場合等） 

 第３条 条例第３条に規定する規則で定める場合は、不動産取得

税（個人の場合に限る。）の不均一課税に関し条例第２条第１

号に規定する家屋又はその敷地である土地を条例第１条に規

定する商業基盤施設の用に供した日の属する年の中途におい

て事業を廃止した場合とし、条例第３条に規定する規則で定め

る期限は、当該事業の廃止の日から１月以内（当該事業の廃止

が納税義務者の死亡による場合にあっては、４月以内）とする。

備考 改正部分は、下線の部分である。 

（特定区域における産業の活性化に関する条例施行規則の一部改正） 



５ 特定区域における産業の活性化に関する条例施行規則（平成18年岩手県規則第88号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （課税免除等の申請書の様式）  （課税免除等の申請書の様式） 

第７条 ［略］ 第７条 ［略］ 

 （条例第８条に規定する規則で定める場合等） 

 第８条 条例第８条に規定する規則で定める場合は、次の表の左

欄に掲げる税目の課税免除又は不均一課税に関し同表中欄に

掲げる場合とし、同条に規定する規則で定める期限は、同欄に

掲げる場合の区分に応じ同表右欄に定める期限とする。 

 個人の事

業税 

岩手県県税条例施行規

則（昭和41年岩手県規則

第12号）第36条の規定に

よる通知を受けた場合 

当該通知に係る納期限

 法人の事

業税 

修正申告をすべき事由

が生じた場合 

修正申告の期限（遅滞

なく修正申告をすべき

場合にあっては、修正

申告をする日） 

 不動産取

得税（個

人の場合

に限る。）

条例第２条第２号に規

定する特例対象設備を

製造業の用に供した日

の属する年の中途にお

いて事業を廃止した場

合 

当該事業の廃止の日か

ら１月以内（当該事業

の廃止が納税義務者の

死亡による場合にあっ

ては、４月以内） 

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

様式第１号（第２条関係） 

年  月  日 

     振興局長 様 

取得者 住所（居所）又は所在地               

 氏名又は法人の名称及び代表者氏名        ◯印 

不動産取得税課税免除申請書 

 企業立地の促進等のための集積区域における県税の課税免除に関する条例第３条の規定により、次のとおり課税免除を申請

します。 

施設の種類  

施設の名称  

所在地  

基本的な計画の同意の日 年  月  日 

対象施設の用に供した日 年  月  日 

種 類 取得価額 

 円

設
置
し
た
対
象
施
設 

 

対象施設の用に供した家屋

を構成する固定資産の取得

価額   

    



    

 

所 在 種 類 構 造 床面積 

家    ㎡

屋 建設に着手した年月日 取得年月日 取得の原因 取得価額 

 

   円

所 在 地 目 地 積 

敷   ㎡

取得年月日 取得の原因 取得価額 地 

  円

（Ａ４）   

様式第２号（第２条関係） 

年  月  日 

 岩手県知事 様 

取得者 住所（居所）又は所在地               

 氏名又は法人の名称及び代表者氏名        ◯印 

固定資産税課税免除申請書 

 企業立地の促進等のための集積区域における県税の課税免除に関する条例第３条の規定により、次のとおり課税免除を申請

します。 

施設の種類  

施設の名称  

所在地  

基本的な計画の同意の日 年  月  日 

対象施設の用に供した日 年  月  日 

種 類 取得価額 

 円

  

設
置
し
た
対
象
施
設 

対象施設の用に供した構築物を構

成する固定資産の取得価額 

  

（Ａ４）   
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